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1． 京都市自転車安心安全条例 
制定の背景とプロセス

平成22年（2010）11月、「京都市
自転車安心安全条例」が施行されま
した。これは、110年を超える京都
市の歴史で初めて成立した議員提案
政策条例いわゆる“議員立法”で、「自
転車政策」という観点とともに「議
会改革」の点からも大きく注目され、
全国紙で特集されたほか、現在まで
30を超える自治体の関係者が視察
に来られています。
京都市は、日本有数の観光地であ

ると同時に、高齢化が進みつつも人
口の約10％を学生が占めているとい
う、「多世代が共生する町」です。戦
災を免れたことで細街路が入り組ん
だ住宅密集地でもあります。
条例制定の背景は、第1に「自転

車への市民意識」が大きく変化した
ことです。かつてはご多分に漏れず
放置自転車の対策に追われていまし
たが、ここ数年は私たち議員のもと
に寄せられる市民相談の中に自転車
走行マナー向上や道路環境整備を求
める声が多くなってきました。
第2の背景は「議会改革の潮流」で

す。地方分権・地域主権の重要性が
指摘される中、市民の眼から旧態依
然と映る地方議会が今のままでよい
のか―との強い危機感から、議会改

えなければなりません。私たち議員
は、本会議や委員会の場では行政側
に質問するばかりで、答弁すること
はありません。大変な緊張感でした
が、膨大な資料を精査して「想定問
答集」を作りあげました。

9月17日の常任委員会質疑では、
事前の準備がものを言って、他党の
議員からの質問にも誠心誠意の答
弁を展開。「よく練り上げられてい
る。反対するところが無い」との評
価をいただきました。そして10月
の最終本会議、賛成多数で可決成立
したときは足が震えるくらいの興奮
と感動に痺れたことを昨日のように
覚えています。

2．議員提案政策条例制定の意義

議員提案政策条例制定の意義につ
いて、私の実感を交えて申し上げます。
まず、第1に「議会が本来の機能

である立法機関としての役割を果
たした」ということです。二元代表
制の中で、市民に身近な立場であ
る地方議員が、市民生活の実感に
即した政策を質問という形式だけ
でとどまらず、具体的に条例化す
る事は大きな意義があると確信す
ることが出来ました。
京都市では各会派の意識が大き

く高まり、その後も毎年1本のペー

革への起爆剤として政策条例の議員
提案を模索していったのです。
私たち公明党市会議員団は、平成

22年の春先から会議を重ね、様々
な政策課題をピックアップする中で、
幅ひろい世代が使用する必需品で
ある自転車に決定。議会事務局と
協力して他都市の事例について情
報収集を進めるとともに、行政の各
部局担当者とひざ詰めの政務調査
を重ねました。
並行して、自転車小売業やレンタ

サイクル事業者さんたちから率直な
意見をお聞きしました。異論や反
対が出るかなと心配していましたが、
逆にたくさんの期待の声をお聞きし、
大いに励まされました。

7月に骨子案を提出した後は、
アーケードを設置している市内の全
商店街への聞き取り調査を実施する
とともに、パブリックコメントを募
集。議員団ホームページやタブロイ
ド判の議員団ニュース「京都のミカ
タ」号外を駆使して、多くの市民か
ら忌憚のない意見をお聞きしました。

9月15日の議会開会の直前には、
自転車利用者の市民の方々対象の
緊急アンケート調査を実施しました。
10日間の短期集中の取り組みでし
たが、300名をこえる方々に協力し
ていただくことが出来ました。
いよいよ議会が始まり、論戦に備
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スで議員提案政策条例が制定され
ています。自民党提案の「日本酒乾
杯条例」、自民・公明・民主3会派
提案の「交通安全基本条例」、全会
派共同提案の「手話言語条例」、市
会改革推進委員会で練り上げた「議
会基本条例」です。（※いずれの名
称も略称です）
第2に「議員提案条例は市民に

とってメリットがある」という点で
す。執行部から提案する条例と比
べて議員提案の方がスピーディー
に制定されます。執行部提案では、
審議会を立ち上げて何年もかかっ
て審議するなど、段階を踏むこと
が定石です。その方が良い場合も
ありますが、時機を逸してしまう
リスクもあります。議員提案では
「タイムリーヒット」になりやすい
のです。
第3は、「縦割りの限界を超える」

ということです。各部局を横断す
る政策の条例化は時間と労力が避
けられません。議員が提案する場
合は、はるかに各部局をコーディ
ネートしやすいわけですから、「縦
割り」の壁を超えて、幅広い内容を
網羅した効果的な条例が可能とな
ると実感します。
「交通安全教育」と「道
路環境整備」と「商店街安
全対策」そして「走行マ
ナー啓発」など多岐にわ
たる自転車政策をトータ
ルに包括した「京都市自
転車安心安全条例」は、自
分で言うのも何ですが、
まさに「議員提案ならで
は」と言えるのではない
でしょうか。

3． 条例施行後の具体的な成果と
今後の課題

条例制定後、具体的な施策が次々
と展開されました。まず何より、こ
れまでの審議会の在り方が大きく
変わり、条例が改正されて「自転車
駐輪等対策協議会」が総合的な自転
車政策を議論する「自転車政策審議
会」としてグレードアップする事が
出来ました。
また、様々な識者や市民、自転車

愛好家の方々にご協力いただいて
「京都市新・自転車計画」が策定。自
転車安全利用促進啓発委員の設置や
レンタサイクル業者への支援、学生
や若者への啓発活動、市立小中学校
での交通安全教育完全義務化、商店
街の安全対策、Webサイト「京都よ
くばり自転車観光ナビ」の開設など、
多角的に前進しています。自転車安
全講習会の参加者も増加し、マナー
アップフェスタも好評です。
自転車走行環境整備も、市内のメ

インストリートである御池通り、五
条通り、七条通り、烏丸通り等で着
実に整備されています。平成27年
度では、専門家を交えたガイドライ
ン部会を定期的に開催して意見交換

し、これらを踏まえた実証実験を2
回にわたって実施しているところで
もあります。
ただし、今後の課題も少なくない

ことは事実です。簡易自転車損害保
険「TSマーク」の加入数も、倍増した
とはいえ依然1割にも達していませ
ん。自転車走行レーンの定着もまだ
まだですし、烏丸通りなどの今後の
延伸も簡単ではない状況です。マナー
向上への市民周知は喫緊の課題です。
これからが本当の意味で正念場

ととらえています。地道な活動を着
実に進めていく中で、幅広い地域住
民や学生さんたち、自転車関係事業
者などの声を今以上に積極的に求め、
それらを重視する必要があると議会
の場で発言を繰り返しています。
同時に、私自身の新たな挑戦と位
置付けているのは、京都市に対して
全庁挙げた施策推進体制を強化すべ
きと提言していることです。京都市
の自転車政策が膠着したり停滞する
ことなく、多角的かつ総合的に加速
させていくためには、「縦割り」を超
えた責任者が司令塔の役割を担わな
ければならないと確信しています。
道のりは険しいですが、大胆かつ
緻密に頑張っていく決意です。
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